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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
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設
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る
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一
に
つ
い
て

施
設
園
芸
の
経
営
に
お
い
て
、
園
芸
施
設
の
暖
房
用
に
使
用
さ
れ
る
燃
料
の
価
格
高
騰
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
園
芸
施
設
の
暖
房
用
と
し
て
使
用
さ
れ
る
農
業
用
Ａ
重
油
に
つ
い
て
、
石
油
石
炭
税
の
免
除
及
び
還
付
を
措
置
す

る
と
と
も
に
、
施
設
園
芸
用
の
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
等
を
導
入
す
る
農
家
に
対
し
、
補
助
事
業
に
よ
る
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
こ
れ
ら
の
支
援
措
置
を
講
じ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
、
農
業
委
員
会
の
許
可
に
関
し
、
農
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
の
権
利
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
等
が
そ

の
取
得
後
に
お
い
て
耕
作
の
事
業
に
供
す
べ
き
農
地
の
面
積
の
要
件
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
を
可

能
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
面
積
は
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
条
第
二
項
第

五
号
に
お
い
て
、
北
海
道
で
は
合
計
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
都
府
県
で
は
合
計
五
十
ア
ー
ル
と
し
つ
つ
、
農
業
委
員
会
が
、
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
別
段
の
面
積
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
別
段
の
面
積
は
、

農
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
七
十
九
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
、
合
計
十
ア
ー
ル
以
上
と
さ
れ

一



て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
法
令
に
お
い
て
も
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二


